
事 務 連 絡 

   令和６ 年１ ０ 月８ 日 

  都 道 府 県 

各 保健所設置市 

特 別 区 

各都道府県性犯罪・ 性暴力被害者のためのワン スト ッ プ 支援セン タ ー所管部（ 局）

厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課 

内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課 

「 性犯罪・ 性暴力被害者のためのワンスト ッ プ支援センタ ー」 の 

運営にかかる協力依頼について 

「 性犯罪・ 性暴力被害者のためのワン スト ッ プ支援セン タ ー」（ 以下「 セン

タ ー」 と いう 。） は、 「 第５ 次男女共同参画基本計画」 及び「 第４ 次犯罪被害

者等基本計画」 に基づき 、 都道府県等による 設置・ 運営を 推進し ており 、 現在 

４ ７ 都道府県に５ ２ セン タ ーが整備さ れていると こ ろ ですが、 被害者支援の充

実を 図る観点から 、 センタ ーの更なる機能強化が求めら れていると こ ろ です。  

つき まし ては、 センタ ー設置の趣旨を ご理解いただき 、 医療的支援を 含めた

被害者支援の更なる 充実を 図る 観点から 、 両部局間の連携を 図り ながら 下記施

策へのご協力を お願いし ます。  

記 

１ ． センタ ーにかかるリ ーフ レッ ト の周知・ 配布について 

  別添１ のと おり 、 医療機関向けにセン タ ーを 紹介し たリ ーフ レ ッ ト を 作

成し まし た。 医療機関の皆様においてセン タ ーについて広く 理解し ていた

だき 、 受診者の性被害に気付いた場合にはセン タ ーにご紹介いただけるよ

う 、 簡潔にまと めた内容と なっ ており ますので、 管下医療機関への周知・

配布を お願いし ます。  

衛生主管部（ 局）  

御中 



 

 

２ ． センタ ーの開設等に協力可能な医療機関の情報収集等について 

   令和３ 年４ 月８ 日事務連絡「 性犯罪・ 性暴力被害者のためのワンスト ッ

プ支援セン タ ーの体制強化について（ 依頼）」（ 別添２ 参照） において、 セ

ン タ ーの開設等に協力可能な医療機関の情報収集・ 提供及び犯罪被害者支

援団体等と 医療機関と の連携・ 協力の促進等を お願いし ていると こ ろ です

が、 セン タ ーの更なる 機能強化・ 充実のため、 改めて周知を 図る 等、 引き

続き ご対応を お願いし ます。  

なお、「 女性活躍・ 男女共同参画の重点方針 2024」（ 女性版骨太の方針

2024） においては、 センタ ーと 医療機関等と の提携等の推進のほか、 性暴

力被害に対応でき る 診療科毎の医療機関リ スト の作成について検討するこ

と と し ており （ 別添３ ）、 今後、 各都道府県の皆様にご協力を いただく こ

と を想定し ており ますので、 予めご承知おき 願います。  

 

３ ． 衛生主管部局と センタ ー所管部局と の連携について 

各都道府県のセン タ ー所管部局は、 必ずし も 医療機関にかかる 情報やネ

ッ ト ワーク を 有し ていると は限ら ないため、 センタ ーの機能強化及び医療

的支援の充実にあたっ ては、 両部局間で連携を 図るこ と が重要です。  

（ １ ） 衛生主管部局における対応 

セン タ ー所管部局よ り センタ ーの機能強化や医療機関と の連携構築等に

かかる 相談・ 協力依頼があっ た場合には、 積極的に関与する と と も に、 必

要に応じ 助言、 医療機関への照会及び連絡等の対応を お願いし ます。  

（ ２ ） センタ ー所管部局における対応 

   引き 続き セン タ ーの機能強化に向けた取組及び検討を 進める と と も に、

医療機関の更なる協力が必要と なる 場合には、 衛生主管部局の協力を 得つ

つ、 連携を 図り ながら 、 地域における連携関係の構築、 セン タ ーへの助言

や連絡等の対応を お願いし ます。  

 

４ ．「 性犯罪・ 性暴力被害者支援のための交付金」 の活用について 

   セン タ ーの整備・ 運営にあたっ ては、 内閣府の「 性犯罪・ 性暴力被害者

支援のための交付金」（ 別添４ 参照） の活用が可能であり 、 全ての都道府

県において活用さ れており ます。 センタ ーと 医療機関等と の連携強化のた

めの取組、 拠点と なる 医療機関の環境整備、 医療従事者等への研修等につ

いても 交付対象と なり ますので、 センタ ーの機能強化や医療機関と の連携

にあたっ ては、 当交付金の更なるご活用を 検討願います。  



 

【 資料】  

別添１  医療機関向けにセンタ ーを 紹介し たリ ーフ レッ ト  

別添２  性犯罪・ 性暴力被害者のためのワン スト ッ プ支援セン タ ーの体制強化

について（ 令和３ 年４ 月８ 日事務連絡）  

別添３  「 女性活躍・ 男女共同参画の重点方針 2024」（ 女性版骨太の方針 2024）

（ 令和６ 年６ 月 11 日すべての女性が輝く 社会づく り 本部・ 男女共同参

画推進本部決定）（ 抄）  

別添４  性犯罪・ 性暴力被害者支援のための交付金 

 

 

 

 

 

 

＜照会先＞ 

厚生労働省医政局総務課 

平野、 小川（ 内線 2515、 4456）              

電話： 03-5253-1111（ 代表）   

 

内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課 

 笹、 玉井（ 内線 37551）  

                  電話： 03‐ 5253‐ 2111（ 代表）  



医療機関のみなさ まへ

性暴力の被害者に気付いたら …性暴力の被害者に気付いたら …

ワンスト ッ プ 支援センタ ーに

ご 紹介く ださ い

ワンスト ッ プ 支援センタ ーに

ご 紹介く ださ い

こ のチラシは、医師や看護師などの医療従事者の方に、「 性犯罪・ 性暴力被害者のためのワンスト ッ プ 支援センタ ー」に

ついて理解を 深め、センタ ーと 連携し て、被害者支援にあたっていただく こと を 目的とし ています。

レイプ（ 膣、肛門、口腔への挿入を伴う 被害）、その他の性的接触だけでなく 、

言葉やインタ ーネット を通じ た性暴力も あります。

レイプド ラッ グなどによる 被害も あり ます。

被害者と 加害者の関係性に関わら ず、どのよう な環境でも 起こり 得ます。

・

・

・

性暴力と は、同意のない性的な行為です
性暴力は、「 性犯罪」と なる

場合も あります

性暴力は、「 性犯罪」と なる

場合も あります

例えば…

□ 不同意性交等罪・

不同意わいせつ罪

□ 性的姿態等撮影罪 など

NO !

皆様のご理解と ご協力が必要です
被害者は

などを受診する可能性があります。

産婦人科 救急科 小児科

泌尿器科 肛門外科 外科

耳鼻咽喉科 精神科 心療内科

受診し た方の性被害に気付いたら 、

ご 本人の同意を 得て、ワンスト ッ プ

支援センタ ーにご 紹介く ださ い。

はじ めにはじ めに

厚生労働省

医政局

「 性犯罪・ 性暴力被害者のための

ワンスト ッ プ 支援センタ ー」と

医療機関と の連携のために

知っ ていただき たいこ と

「 性犯罪・ 性暴力被害者のための

ワンスト ッ プ 支援センタ ー」と

医療機関と の連携のために

知っ ていただき たいこ と

二次被害についてコ ラ ム②コ ラ ム②

　 周囲から の思い込みや偏見など による 言動に

よって、さらに傷つけられてしまう ことを「 二次被害」

と 言います。

　 こ の二次被害によって、被害者は無力感や罪悪

感、自責感を強め、心を閉ざし 、治療や相談を中断

し てしまう こと があります。　 　   

 二次被害防止の重要性についてご 理解頂き 、

被害者に寄り 添ったご対応をお願いします。 

よく あること

だから気にしない

方がいい

もっと 自分を

大切にして

今後はしっかり

避妊し よう ね

露出度の

高い服装を

し ているから

本当に嫌なら、

抵抗できたはず

男性なら、

性被害を受ける

わけがない

思い込みによる

発言の例

悪意のない

発言の例

「 あなたは悪く ない」と 伝えて下さ いコ ラ ム①コ ラ ム①

　 性暴力の被害にあったこと は、被害者

の責任で はあり ません。し かし 、被害者

は、自尊心を 傷つけら れ、何度も 自分を

責めたりします。

　 受診者の性被害に気付いたら 、ワンスト ッ プ 支援

センタ ー、警察等への相談を勧めるとと も に、医療

従事者の皆様から「 あなたは悪く ない」「 あなたに

落ち度も 責任も ない」と 、繰り 返し 伝えてく ださ い。

ワンスト ッ プ
支援センタ ー
ワンスト ッ プ
支援センタ ー

警察警察



性暴力の被害者を診察し たら 、

ワン スト ッ プ 支援センタ ーに

ご 紹介く ださ い。

性暴力の被害者を診察し たら 、

ワン スト ッ プ 支援センタ ーに

ご 紹介く ださ い。
被害者に寄り 添い、サポート し ます。

ワンストップ支援センタ ー全国共通番号

＃8 8 9 1
は や く ワ ン ス ト ッ プ

短 縮 0120 -8 8 91-7 7
通話料無料

2 4 時間3 6 5 日

内閣府男女共同参画局HP内閣府男女共同参画局HP 内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課

0 3‐ 5 2 5 3‐ 2 111（ 代表）

厚生労働省医政局総務課

0 3‐ 5 2 5 3‐ 1111（ 代表）

ひかり 電話

http s://w w w .gend er.go .j p /p o licy/no _ vio lence/se ib o uryo ku/ind ex.h tm l

性犯罪・ 性暴力と は　 内閣府

性犯罪・ 性暴力被害者のための ワンスト ッ プ 支援センタ ーと は

相 談

専門の相談員が、被害者の

不安な 気持ち に寄り 添い 、

一緒に考えます。

医療的支援

医療の提供や証拠採取等を

行う 病院の紹介、同行等を

行います。医療費等の補助

も あります。

同行支援

病 院や警 察への同行 等を

行います。

心理的支援

必要に応じ 、カウンセリ ング

を提供します。

法的支援

弁護士など の専門家を紹介

します。また、裁判所、弁護士

事務所などに同行します。

関係機関と 連携

警察、学校、自治体などの関係

機関と 連携し て支援し ます。

家族への支援も行います。

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

支
援
セ
ン
ター

が

で
き
る
こ
と

全国共通番号「 ♯8 8 9 1 」に

電話すると 、最寄り のセンタ ーに

つながります。
（ ご相談は匿名でも 承ります。）

は や く ワ ン ス ト ッ プは や く ワ ン ス ト ッ プ

被害者を支える地域のネット ワーク被害者を支える地域のネット ワーク

被害者

自治体
民間団体等

児童相談所

医 療 機 関 警　 察

ワン スト ッ プ
支援セン タ ー

ワンスト ッ プ 支援センタ ーはワンスト ッ プ 支援センタ ーは

お近く のワンスト ッ プ 支援

センタ ーに関する 情報は

こ ちら から

● 全都道府県に1 か所以上設置さ れています。

● 2 4 時間3 6 5 日相談できます。

● 女性、男性、こども 等、多様な被害者からの相談を

受け付けています。

ご 本人の意思を尊重し 、

右記の支援を 行います

●自治体が設置する、性暴力被害者支援を専門と する相談機関です。　 ●医療費、カウンセリング、法律相談等の費用の補助を行っています。

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/index.html


 

事 務 連 絡

令 和 ３  年 ４  月 ８  日

都道府県

各 保健所設置市 衛生主管部（ 局）  御中

特別区

厚生労働省医政局総務課

性犯罪・ 性暴力被害者のためのワンスト ッ プ支援センタ ーの体制強化について（ 依頼）

犯罪被害者等基本法（ 平成 16 年法律第 161 号。 以下「 基本法」 と いう 。） に基づき 、 平成

17 年 12 月に犯罪被害者等基本計画（ 平成 17 年 12 月 27 日閣議決定。 以下「 第１ 次基本計

画」 と いう 。）、 平成 23 年３ 月に第２ 次犯罪被害者等基本計画（ 平成 23 年３ 月 25 日閣議決

定。 以下「 第２ 次基本計画」 と いう 。）、 平成 28 年 4 月に第３ 次犯罪被害者等基本計画（ 平

成 28 年４ 月１ 日閣議決定。 以下「 第３ 次基本計画」 と いう 。） がそれぞれ策定さ れ、 犯罪被

害者等の権利利益の保護が図ら れる社会の実現に向けて、犯罪被害者等施策が推進さ れてき

たと こ ろ です。

今般、 第３ 次基本計画の計画期間の終了に伴い、 第４ 次犯罪被害者等基本計画（ 令和３ 年

３ 月 30 日閣議決定。 以下「 第４ 次基本計画」 と いう 。） が策定さ れまし た（ 計画期間は令和

３ 年４ 月１ 日から 令和８ 年度末までの５ か年）。

第４ 次基本計画においても 、 第１ 次基本計画、 第２ 次基本計画及び第３ 次基本計画と 同様

に５ つの重点課題が掲げら れており 、 性犯罪・ 性暴力被害者のためのワンスト ッ プ支援セン

タ ー（ 以下「 ワンスト ッ プ支援センタ ー」 と いう 。） の体制強化に係る施策は、 重点課題の 

う ち、「 第２  精神的・ 身体的被害の回復・ 防止への取組」 に位置づけら れています。

一方、 基本法において、 地方公共団体は、 基本理念にのっ と り 、 犯罪被害者等の支援等に

関し 、 国と の適切な役割分担を 踏まえて、 その地方公共団体の地域の状況に応じ た施策を 策

定し 、 及び実施する責務を 有すると さ れています。

ついては、 貴職におかれては、 こ の内容を 御了知いただく と と も に、 下記の施策に御協力

をお願いし ます。

記

１  ワンスト ッ プ支援センタ ーの開設等に協力可能な医療機関の情報収集等について

「 性犯罪・ 性暴力被害者のためのワンスト ッ プ支援センタ ー開設・ 運営の手引」（ 平成

24 年３ 月 内閣府犯罪被害者等施策推進室） によると 、 ワンスト ッ プ支援センタ ーの核

別添２



と なる機能は、 支援のコ ーディ ネート ・ 相談と 産婦人科医療（ 救急医療・ 継続的な医療・

証拠採取等） と さ れており 、 病院拠点型、 相談センタ ー拠点型、 相談センタ ーを中心と し  

た連携型のいずれの形態を 採るにし ても 、産婦人科を 有する病院を確保するこ と が必要と

さ れています。

今後、 犯罪被害者支援団体等から 厚生労働省へ、 ワンスト ッ プ支援センタ ー開設に向け

た相談があっ た場合には、 第４ 次基本計画に基づき 、 当該団体等が所在する都道府県等へ

照会さ せていただき ますので、日頃から 協力が可能な医療機関の情報を 収集いただく と と

も に、 照会時には厚生労働省へ提供を お願いいたし ます。

また、 犯罪被害者支援団体等から 都道府県等へ直接相談があっ た場合には、 当該団体等

へ直接に、 同様の情報提供を し ていただく など、 医療機関と 当該団体等と の連携・ 協力の

促進に御協力を いただく と と も に、貴管下の医療機関から 関係機関（ 警察、婦人相談所等）

と の連携・ 協力に関する相談があっ た場合には、 貴自治体内の関係部局と 連携の上、 適切

な窓口を 御紹介いただく などの御対応をお願いいたし ます。

２  医療機能情報提供制度の報告事項について

医療機能情報提供制度は、患者の適切な医療機関の選択に資するため、医療機関に都 

道府県知事への医療機能の報告を義務づけると と も に、報告を 受けた都道府県知事に対

し 、 その情報を住民に提供するこ と を求めており ます。

平成 28 年３ 月 31 日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡「 医療機能情報提供制度の

実施に当たっ ての留意事項の一部改正について」 にてお知ら せし ていると おり 、 平成十

九年厚生労働省告示第五十三号（ 医療法施行規則別表第一の規定に基づき 厚生労働大臣

が定める事項を定める件） の一部改正に伴い、 平成 28 年３ 月 31 日より 、 ワンスト ッ プ

支援センタ ーの設置の有無について、 当該制度の報告事項と なっ ており ますので、 本制

度を 活用し た住民への情報提供を引き 続き よろ し く お願いいたし ます。



（ 参考）

○第４ 次犯罪被害者等基本計画（ 令和３ 年３ 月 30 日閣議決定）（ 抄）

Ⅴ 重点課題に係る具体的施策

第２  精神的・ 身体的被害の回復・ 防止への取組

１  保健医療サービス及び福祉サービスの提供（ 基本法第 14 条関係）

( 20)  ワンスト ッ プ支援センタ ーの体制強化

ウ 厚生労働省において、 都道府県等の協力を得て、 犯罪被害者支援団体、 医師をはじ

めと する医療関係者等から 、 ワンスト ッ プ支援センタ ー開設に向けた相談があっ た場

合には、 協力が可能な医療機関の情報を収集し 、 当該犯罪被害者支援団体等に提供す

る。

エ 厚生労働省において、 医療機能情報提供制度の充実を図ると と も に、 同制度により

ワンスト ッ プ支援センタ ーを施設内に設置し ている医療機関を検索するこ と ができ

る旨を周知する。

第４  支援等のための体制整備への取組

１  相談及び情報の提供等（ 基本法第 11 条関係）

( 39)  医療機関等と 関係機関・ 団体等と の連携・ 協力の充実・ 強化及び医療機関等におけ

る情報提供等の充実

ア 厚生労働省において、 医療機関と 犯罪被害者等支援に関係する諸機関・ 団体等と 連

携・ 協力の充実・ 強化や、 医療機関における犯罪被害者等の支援等に関する情報提供

の適切な実施を促進する。

担当：

（ 協力可能な医療機関の情報収集等のお問合せ）

厚生労働省医政局総務課 西井

（ 医療機能情報提供制度のお問合せ）

厚生労働省医政局総務課 藤井

０ ３ －３ ５ ９ ５ －２ １ ８ ９ （ 直通）



女性活躍・ 男女共同参画の重点方針 2024 （ 女性版骨太の方針 2024）  （ 抄）  

 

令 和 ６  年 ６  月 1 1 日  

すべての女性が輝く 社会づく り 本部  

男 女 共 同 参 画 推 進 本 部 

 

Ⅲ 個人の尊厳と 安心・ 安全が守ら れる社会の実現 

 

（ ４ ） 性犯罪・ 性暴力対策の強化 

 

③ 多様な被害者が被害申告・ 相談を し やすい環境の整備 

イ  証拠採取・ 保管体制の整備 

当初は警察への届出を 躊躇し た被害者が、 後日警察への届出意思を 有する に

至っ た場合に備え、全ての都道府県において、警察、ワンスト ッ プ支援センタ ー、

医療機関が連携し 、被害者の希望に応じ 、証拠の採取・ 保管を行う こ と ができ る

体制の整備を進める。  【 内閣府、 警察庁、 厚生労働省】  

エ 被害者がワンスト ッ プ支援センタ ー等につながるための取組 

性犯罪・ 性暴力被害者のためのワンスト ッ プ支援センタ ー（ 以下「 ワンスト ッ

プ支援センタ ー」 と いう 。） は、 被害直後から の医療的支援、 法的支援、 相談を

通じ た心理的支援などを 総合的に行う こ と ができ る 機関であり 、 性暴力の被害

者が速やかにつながるこ と が重要であるこ と を 広く 周知する。【 内閣府、警察庁、

文部科学省、 厚生労働省、 関係府省】  

 

⑥ 切れ目のない手厚い被害者支援の確立 

ア ワンスト ッ プ支援センタ ーを 中核と する被害者支援の充実 

ワンスト ッ プ支援センタ ーが、個々の被害者の置かれた状況に対応し て、医療

的支援、 法的支援、 相談支援、 同行支援、 自立支援等を 総合的に提供し 、 また、

必要に応じ て専門機関等によ る 支援につなぐ こ と ができ るよ う 、 ワン スト ッ プ

支援センタ ーと 、 警察、 犯罪被害者等早期援助団体、 病院（ 医師、 看護師等）、

法テラ ス、 弁護士、 女性相談支援 セン タ ー、 女性自立支援施設、 児童相談所、

教育委員会等の地域における 関係機関と の連携の強化を 図れる よ う 地域におけ

るネッ ト ワーク 作り を 加速する。【 内閣府、 警察庁、 こ ども 家庭庁、 法務省、 文

部科学省、 厚生労働省】  

ウ 医療的支援の充実と 専門人材の育成 

性犯罪・ 性暴力被害者に対する医療的支援の更なる充実のため、各地域におい

て、病院へのワンスト ッ プ支援センタ ーの設置、中核的病院を始めと し た医療機
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関等と の提携等の推進を 図る。特に、中長期的な関係の構築を見据えて公立病院

や公的病院へのワンスト ッ プ支援センタ ー設置や提携を 含め、 関係強化を図る。

【 内閣府、 厚生労働省】   

地域において性暴力被害者の支援を 行う 医療関係者等の専門家を 育成する た

めのＯ Ｊ Ｔ を含む実技研修等を実施する。また、必要な治療を行える医師等の専

門職の育成を促進すると と も に、適切な処遇について検討を行う 。【 厚生労働省】  

あわせて、医療機関の関係者に対し て、ワンスト ッ プ支援センタ ーと 医療機関

と の連携等についてリ ーフ レ ッ ト 等によ り 周知し 、 医療機関の関係者の理解を

促進すると と も に、法医学的な支援も 含めた性犯罪・ 性暴力被害者のための診療、

支援の在り 方について必要と なる 事項を 整理し 、 性暴力被害に対応でき る 診療

科毎の医療機関リ スト の作成について、 検討を 進める。【 内閣府、 厚生労働省】 



 交 付 先 ： 都道府県、 政令指定都市、 中核市

 対象経費 ： 都道府県等が負担し た以下①～③に関する経費

①相談センタ ーの運営費等

（ 人件費（ 支援員の処遇改善、 事務職員の配置、 コ ーディ ネータ ー等の配置、 24時間対応への取組 等） 、 広報啓発、 関係機関と の連携強化、

法的支援、 コ ールセン タ ーと の連携に係る 経費、 先進的な取組に要する 経費（ SNS対応、 外国語・ 手話対応 等） 、

こ ども ・ 若者・ 男性被害者への支援に要する 経費、 拠点と なる 病院を 有する支援センタ ーに対する 取組加算 等）

②被害者の医療費等

（ 緊急避妊措置、 検査費用（ 妊娠検査、 性感染症検査、 薬物検査） 、 カ ウン セリ ン グ費用

他県居住者の被害の支援に係る経費（ 急性期） 、 証拠採取キッ ト 等の購入に係る 経費、 人工妊娠中絶に要する経費 等）

③Ａ Ｖ 出演被害防止・ 救済に関する 法的支援に要する経費

 交 付 率 ： 対象経費の1/2( 「 ②被害者の医療費等」 は1/3 、 「 ③Ａ Ｖ 出演被害防止・ 救済に関する 法的支援に要する経費」 は全額)

 そ の 他 ： 他の国庫補助制度を 適用可能な場合は、 他制度優先( 本制度の優先利用や他制度と の二重交付は不可)

性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金

目 的

○ 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの運営の安定化及び被害者支援機能の強化のため、都道府県等によ

る支援センターの整備等に係る取組を支援し、被害者支援に係る取組の充実を図る。

予算スキーム

内閣府

都道府県等※この事業の地方負担に対しては、普通交付税措置が講じられている。

① 被害者相談支援運営・機能強化事業
（相談センターの運営費等）

② 医療費等公費負担事業
（被害者の医療費、証拠採取キット等の購入経費等）

③ ＡＶ出演被害防止・救済に関する法的支援事業

概 要

交付金

【令和６年度当初予算額 ４．９億円】
（令和５年度予算額 ４．８億円 補正予算額 １．1億円）

性犯罪・性暴力被害者
のための

ワンストップ支援センター
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